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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

「 安全・健康の最優先を事業理念とし、

無事故・無災害を達成する 」

１，全ての事業活動を「安全第一」で実行する。

２，ヒヤリハット情報の収集、共有を実施し互いに

改善意識を持つことで人の行動に由来する災害を

防止する。

３，５Ｓ活動（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）を

推進し、快適な職場環境を確立する。

４，職場配置の適正化を図り、過重労働による

健康障害を防止する。


